
９
月
３
日
以
前
に
住
民
登
録
し

町
内
に
住
ん
で
い
る
人
が
対
象

入場券を渡す

投票用紙の交付 比例代表と国民審査の記載

比例代表と国民審査の
投票用紙をもらう

比例代表は政党名などを書く

投　票

お
わ
り

津
別
で
投
票
で
き
る
人
は

20
歳
以
上
で
、
住
民
登
録
し
て
お
り
、

現
に
居
住
し
て
い
る
人
で
す
。

投 票 日 1 2 月 1 6 日 （日）
（公示日は、12月４日）

投票時間 午前７時から午後６時まで

投 票 所 あなたの入場券をご覧ください

選挙に関するお問い合わせは

津別町選挙管理委員会（役場議事堂１階町民懇談室）
† ７６－２１５５

期
日
前
投
票
と
不
在
者
投
票
を
実
施

期
間
は
、
12
月
５
日
か
ら
12
月
15
日
ま
で

先に衆議院議員選挙の小選挙区の投票をします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次に比例代表選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票をします

投
票
の
順
序

受　付

受付で入場券
を提示する

投票用紙の交付

小選挙区の投票用紙をもらう

小選挙区の記載

候補者個人名を書く

投　票

入場券は持ったまま

身
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る

た
め
、
投
票
所
へ
行
く
こ
と
の
で

き
な
い
人
は
、
自
宅
で
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
制
度
を

利
用
さ
れ
る
人
は
、
選
挙
管
理
委

員
会
か
ら
事
前
に
「
郵
便
等
投
票

証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
交
付
を
受

け
て
い
る
方
は
、
証
明
書
の
有
効

期
限
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

開
票
は
、
即
日
開
票
で
当
日
の

午
後
８
時
か
ら
中
央
公
民
館
で
行

い
ま
す
。

一
般
参
観
人
の
入
場
は
、
午
後
７

時
30
分
の
予
定
で
す
。
会
場
で
参
観

人
名
簿
に
記
入
し
、
所
定
の
場
所
で

静
か
に
参
観
し
て
く
だ
さ
い
。

投
票
の
場
所

津
別
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
役

場
議
事
堂
１
階
の
町
民
懇
談
室
）

平
成
24
年
９
月
４
日
以
降
に
ほ

か
の
市
町
村
か
ら
津
別
町
へ
転
入

し
て
住
民
登
録
し
、
引
き
続
き
住

ん
で
い
る
人
は
、
以
前
住
ん
で
い

た
市
町
村
で
投
票
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

投
票
す
る
方
法
は
、

q
直
接
投
票
に
行
く→

選
挙
当
日

に
、
以
前
住
ん
で
い
た
市
町
村

に
行
き
投
票
し
ま
す
。
同
様
に
、

事
前
に
行
っ
て
期
日
前
投
票
も

で
き
ま
す
。

w
郵
便
で
請
求
す
る→

以
前
住
ん

で
い
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委

員
会
に
投
票
用
紙
を
請
求
し
、

津
別
町
で
投
票
し
ま
す
。
こ
の

方
法
は
数
日
を
要
し
ま
す
の
で
、

請
求
は
早
め
に
し
ま
し
ょ
う
。

期
日
前
投
票
は
、
仕
事
や
旅

行
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
投
票
日
に

投
票
で
き
な
い
人
が
、
事
前
に

投
票
を
済
ま
せ
て
お
く
制
度
で

す
。
手
続
き
も
簡
単
で
印
鑑
も

必
要
と
し
ま
せ
ん
の
で
、
投
票

日
に
旅
行
な
ど
予
定
さ
れ
て
い

る
方
は
、
棄
権
し
な
い
よ
う
事

前
に
期
日
前
投
票
を
し
て
お
く

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

投
票
の
で
き
る
期
間

衆
議
院
議
員
選
挙
…
12
月
５
日

か
ら
12
月
15
日
ま
で
の
毎
日

国
民
審
査
…
12
月
９
日
か
ら

12
月
15
日
ま
で
の
毎
日

投
票
で
き
る
時
間

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時

ま
で

衆
議
院
は
12
月
５
日
か
ら

国
民
審
査
は
12
月
９
日
か
ら

町
内
で
投
票
で
き
な
い
人
は

不
在
者
投
票
の
活
用
を

午
後
８
時
か
ら

中
央
公
民
館
で
実
施

開
票
は
、

即
日
開
票
し
ま
す

選
挙
管
理
委
員
会
が

事
前
に
証
明
書
を
発
行

重
度
の
障
が
い
の

方
は
自
宅
で
投
票

投
票
日
に
用
事
の
あ
る
人
は

期
日
前
投
票
の
活
用
を

津
別
町
の
投
票
所
で
投
票
で
き

る
人
は
、

q
平
成
24
年
９
月
３
日
ま
で
に
津

別
町
に
住
民
登
録
さ
れ
、
引
き

続
き
町
内
に
住
ん
で
い
る
人
。

w
平
成
４
年
12
月
17
日
以
前
に
生

ま
れ
引
き
続
き
町
内
に
住
ん
で

い
る
人
。

投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら

午
後
６
時
ま
で
で
す
。

投
票
場
所
は
、
あ
な
た
の
入
場

券
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
必
ず
確

か
め
ま
し
ょ
う
。

は
じ
め
に
、
小
選
挙
区
選
出
議

員
選
挙
（
小
選
挙
区
）
の
投
票
を

行
い
ま
す
。

オ
レ
ン
ジ
色
紙
に
黒
色
イ
ン
ク

刷
り
の
投
票
用
紙
に
「
候
補
者
の

名
前
」
を
記
入
し
ま
す
。

次
に
、
比
例
代
表
選
出
議
員
選

挙
（
比
例
代
表
）
と
最
高
裁
判
所

裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
を
同
時

に
行
い
ま
す
。

比
例
代
表
は
、
薄
い
青
色
紙
に

赤
イ
ン
ク
刷
り
の
投
票
用
紙
に

「
政
党
名
や
そ
の
他
の
政
治
団
体

名
」
を
記
入
し
ま
す
。

国
民
審
査
は
、
白
色
紙
に
黒
色

イ
ン
ク
刷
り
で
裁
判
官
の
名
前
が

書
い
て
あ
り
ま
す
。「
辞
め
さ
せ
た

方
が
よ
い
」
と
思
う
裁
判
官
に
は
、

そ
の
名
前
の
上
の
欄
に
×
印
を
書

き
ま
す
。「
辞
め
さ
せ
な
く
て
よ
い
」

と
思
う
裁
判
官
に
は
、
何
も
書
か

な
い
で
く
だ
さ
い
。
×
以
外
の
記

号
（
○
や
△
）
を
書
く
と
無
効
で

す
。

q
入
場
券
は
、
あ
な
た
が
選
挙
人

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で

あ
る
と
共
に
、
受
付
や
投
票
用
紙

交
付
の
整
理
券
で
も
あ
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
持
参
し
ま
し
ょ
う
。

w
衆
議
院
議
員
選
挙
で
は
、
候
補

者
個
人
の
名
前
を
書
く
投
票
と
、

政
党
名
な
ど
を
書
く
投
票
が
あ
り

ま
す
。
間
違
っ
て
書
く
と
無
効
に

な
り
ま
す
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
時
間
は
午
前
７
時
か
ら

午
後
６
時
ま
で

最
初
は
衆
議
院
議
員

小
選
挙
区
の
投
票
で
す

次
に
比
例
代
表
と

国
民
審
査
の
投
票
で
す

投
票
の
注
意

この一票　わたしが政治の主役です

棄権せず　投票に行きましょう！


